
◎　法律に詳しい公証人が作成するため，複雑な内
容であっても無効になるおそれが極めて小さく，内
容が遺言者の意思に基づくものであることの証明
力がとても高いものとなります。

◎　ご病気などにより，公証役場に出向くことが困
難な場合には，公証人が，遺言者のご自宅，施設，
病院等に出張して，作成することができます。

◎　自分で作成するため，手間をかけずに好き
なときに作成することができます。

◎　自宅で保管する場合は費用はかかりませ
ん。

作成時，２名の証人が立ち会います。

◎　下記のいずれかを管轄する法務局で保管可
能です。
　①　遺言者の住所地
　②　遺言者の本籍地
　③　遺言者の所有する不動産の所在地

証人は不要です。

◎　保管場所に遺言者自らが出向く必要があ
り，お身体の不自由な人の利用は難しいものと
なります。

保管

◎　作成した公証役場で保管します。

◎　平成２６年以降より，震災等により滅失しても，
復元できるようにするため，遺言公正証書の原本
を電子データにして，二重に保存するシステムを構
築しています。

◎　作成後，失くしてしまったり，改ざんされ，隠
匿される恐れがあります。
⇒法務局の自筆証書遺言書保管制度を利用す
ればある程度防止できます。ただし，法務局で
チェックするのは内容の有効性ではなく，方式
違反だけです。

◎　作成した公証役場で保管するため，失くしてし
まったり，改ざん，隠匿される心配がありません。

　YOUTUBEにて遺言公正証書の動画を配信しております是非ご覧ください。

自 筆 証 書 遺 言

◎　自筆証書遺言の方式に反したり，内容的に
不合理なものとなる可能性が高いため，無効に
なる危険性が高いです。

作成時

公 正 証 書 遺 言

◎　遺言書の全文，日付・氏名を遺言者が自書
し，押印することが必須（財産目録を除く）なた
め，お体が不自由な人は利用できません。

◎　事前に公証人と打ち合わせをして，案文内容に
つき修正の有無を確認するなど作成期間がかかり
ます（１か月程度※混雑状況によります）。

◎　自筆証書遺言に比較して費用が多額となりま
す。

【チャンネル名】日本公証人連合会 公式チャンネル

【動画タイトル】遺言は大切な人に残せる最後の贈り物

二種類の遺言比較

主
な
メ
リ
ッ
ト

主
な
デ
メ
リ
ッ
ト

【2022.10.11】



↓　自筆証書遺言書保管については下記にお問合せください。　↓

◎　法定相続人が必要書類を持参することで，平成
元年以降に作成された公正証書遺言は全国どこの
公証役場からでも検索可能です。
　昭和時代に作成した公正証書遺言は，当時作成し
た公証役場でしか保管してませんので，保管してい
る公証役場で検索することになります。
◎　手数料はかかりません。

　保管制度を利用している自筆証書遺言のような
通知制度はありません。

　作成に際し，遺言者が現在お持ちの財産によって
手数料を算定するため，費用がかかります（概ね５
万～１０万程度）。

　予め通知を希望している場合，遺言者の死亡
後，通知対象者１名へ遺言書が保管されている
旨の通知が届きます。

◎　作成には費用はかかりません。
◎　保管に費用がかかります。
　　　保管申請料･･･１通３，９００円
◎　検認手続に費用がかかります。
　　　８００円の印紙代＋１５０円の印紙代　等

費用

　保管制度を利用していれば，調べることが可
能です（手数料がかかります）。

◎　遺言者の死後，家庭裁判所で検認手続（遺言
書を裁判所で開封する手続）をする必要があり
ます（勝手に開封すると５万円以下の過料）。

通知

検索

　保管制度を利用している場合，検認は不要と
なります。

不要です。検認

遺言公正証書の依頼は春日部公証役場までお問い合わせください。　 　

　 　

kasukabe@kasukabe-notary.jp

　

　

✉

　 　

　 　

平日９：００～１２：００，１３：００～１７：００

※　土日祝日はお休みです。

　

受付
時間
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